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総額 295.6 億円（対前年度倍率 2.11倍）

Ⅰ. 海事局関係予算の概要

１．平成２５年度予算のポイント

予算の重点施策

総額 295.6 億円（対前年度倍率 2.11倍）
海事局行政経費 30.1 億円（ 1.11倍）
独立行政法人経費 105.3 億円（ 0.93倍）
東日本大震災復興特別会計(復興庁計上) 160.2 億円（ 皆増 ）

海洋資源開発プロジェクトへの進出支援、国際競争力の基盤となる技術力
の向上等による海洋産業の戦略的育成

被災による地盤沈下により復興が困難な中小造船関連業者が行う集約等の
復興の取組を支援

船舶を活用した災害時の救援体制の検討

①

②

③

海上輸送の競争力向上・体質強化に向けた船舶の省エネ・省力化及び優秀
な船員の安定的な確保・育成と雇用促進

離島航路の確保維持等による地域交通の活性化

主な予算項目

④

⑤

○ 海洋フロンティアへの挑戦 13.８ 億円

○ 被災した中小造船業の復興の促進 160 ２ 億円（新規）

・海洋産業の戦略的育成のための総合対策 12.2 億円（新規）

・浮体式洋上風力発電施設の安全性に関する研究開発 0.3 億円

主な予算項目

○ 被災した中小造船業の復興の促進 160.２ 億円（新規）

○ 内航海運・フェリーの競争力向上・体質強化 2.7 億円

○ 災害時の船舶による効果的な救援活動の促進等 0 3 億円（新規）

【東日本大震災復興特別会計：復興庁計上】

・海上交通の低炭素化等総合事業 2.6 億円

○ 災害時の船舶による効果的な救援活動の促進等 0.3 億円（新規）

○ 船員雇用促進対策等 1.9 億円

○ 独立行政法人経費 105.3 億円

・船員雇用促進対策事業費補助金 1.5 億円

○ 離島航路の確保維持等による地域交通の活性化

・地域公共交通確保維持改善事業 333 億円の内数
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＜関連事項＞



１. ※３

    等

２. 内航海運・フェリーの競争力向上・体質強化

３.

４. 船員雇用促進対策等

等

５. 海運の安全確保対策等

     (船舶海洋分野）

(1) 船員雇用促進対策事業費補助金 150 150

(5) 代替エネルギー船舶（天然ガス燃料船）に関する総合対策 25

39

0.76

皆増　

0.33

0.71

(1) マラッカ・シンガポール海峡航行安全対策

(2) アジア地域における船員養成の支援

0 皆増　

342

（Ａ）

（単位：百万円）

２５年度 前 年 度 対前年度
区　　　　　分 予 算 額 予 算 額 倍　率

 （１）行政経費及び独立行政法人経費

（Ｂ） （Ａ／Ｂ）

海洋フロンティアへの挑戦 1,377 1,000 1.38

皆増　※１

皆増　

(2) 浮体式洋上風力発電施設の安全性に関する研究開発

0.85

36

0.70

災害時の船舶による効果的な救援活動の促進等 27 0

(1) 災害救援フェリーの活用促進に必要な経費

(1) 海洋産業の戦略的育成のための総合対策 1,215 0

47

0

33

37

13

366

1.16

597

994 969

14 42

191 193 0.99

14

56

0.99

(1) 海上交通の低炭素化等総合事業 260

384274

(2) 内航海運の競争力強化に向けた安全・環境性能向上対策

1.21

34 29

(2) 検査・監査等執行体制の強化

47

1.00

605 0.99

1.03

39

(3) 船舶油濁損害対策の推進

0.07

(4) 海上輸送の環境性能向上のための総合対策

(3) 官民連携による海外交通プロジェクトの推進

38

※２

45

0.98

(2) 津波発生時の船舶避難態勢の改善に向けた検討

２．平成２５年度予算総括表

等

６.

７.

＜東日本大震災復興特別会計：復興庁計上＞

　　＜義務的経費＞

0.95

( ) 船舶油濁損害対策 推進

国際機関分担金 145 152

区　　　分
25年度

 （２）財政投融資計画等総括表

（Ａ）

（単位：百万円）

（Ｂ） (A/B) （Ａ） （Ｂ）
前年度 倍率

財政投融資 自己資金等との合計
倍率

0.93

(A/B)

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構

（海事勘定　共有建造業務経理） 21,000 20,200 1.04 65,626 75,714 0.87

0.93

0.89

25年度

332億円
の内数

前年度

0.97

（注）※１:このほかH24補正前倒し703百万円、※２：総合政策局との連携施策、※３：海洋環境イニシアティブ経費　

資 金 内 訳

5,646

10,532

小　計 （行政経費）

独立行政法人経費

　離島航路の確保維持等による地域交通の活性化  333億円
 の内数

9

・地域公共交通確保維持改善事業

(3)（独）海上技術安全研究所（運営費交付金、施設整備費）

 ＜関連事項＞

※２

2,677 2,801
(4)（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構（運営費交付金） 8

13,539 13,992

　　　（海事勘定　環境技術等実用化支援業務経理）

合　　　　計

3,008 2,698

(2)（独）海技教育機構（運営費交付金）

11,294

2,482

1.11

(1)（独）航海訓練所（運営費交付金、船舶建造費） 6,002

2,200

0.94

・被災した中小造船業の復興の促進 皆増　16,024 0

総　　　　計 29,563 13,992 2.11

0.96
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Ⅱ．テーマ別主要個別事項 

 

海洋産業の戦略的育成のための総合対策  

                予算額 １,２１５百万円 （新規）  このほか H24 補正前倒し７０３百万円

○ 目 的 

急成長する世界の海洋開発市場の成長を取り込むことで、2020年に2.5兆円規模の新市場を

創成し、国際競争力の強化及び雇用の創出につなげるとともに、将来、我が国の EEZ 開発を自

国の技術で行うための知見及び技術を蓄積することを目的として、我が国の海洋産業を戦略的

に育成するための総合対策を実施する。 

 

○ 内 容 

海洋開発分野における我が国産業界のビジネス拡大を図り、海洋産業の国際競争力を推進

するため、海洋資源開発関連技術（ＦＬＮＧ等）及び次世代海洋環境技術の開発を支援するとと

もに、洋上ロジスティックハブや FLNG の安全性評価要件策定のための調査研究を行う。 

    ※ＦＬＮＧ：浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出設備 

2010 2012 2014 2016 2018

※市場規模の出典：WindPower Reportに基づいた
試算（洋上風車）、Clarkson（それ以外）

8.1兆円

5.7兆円

9兆円

10.8兆円

0.2兆円

海洋資源
開発船舶

油タンカー

一般商船

コンテナ船

掘削船

浮体式生産施設

洋上風車 洋上風力発電施設

2020

増大する海洋の需要を取り込み、
我が国海洋産業の成長による富の創出！
～我が国の強みを活かし、チャンスをものに！～

目的

ＦLNG
海洋産業の戦略的育成により、
2020年に2割のシェアを獲得

ロジスティック
ハブ

次世代の省エネ船等の開発により、
2020年に2割のシェアを維持

洋上風力発電の普及拡大

浮体式風力発電施設の国際標準化
の主導による国際競争力の強化

世界最先端の
海洋環境技術開発

日本のシェアは
約20％

現在のままでは、⽇本は世界の海洋開発の成⻑から取り残され、
また将来のEEZ開発を我が国の技術で⾏うことが困難に！

韓国
39%

中国
14%

日本
1%

総計: 13.8兆円

U.A.E 3%
ブラジル 9%

シンガ
ポール
14％

海洋構造物手持ち工事量のシェア
（金額ベース, 2011.9, Clarkson）

海洋産業の戦略的育成

3.8
兆円

１．海洋フロンティアへの挑戦 
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将来のEEZ開発を他国に依存せず自前で行う技術の確保（国家安全保障に貢献）
2020年までに2.5兆円の海洋開発関連市場を創出（海洋産業の創成）

各
施
策
を
総
合
し
た
海
洋
産
業
育
成
戦
略

① 国際競争力の基盤となる技術力の向上 【862百万円、H24補正83百万円】

●我が国海事産業がこれまで培った技術を海洋資源開発で活かし、さらに、
今後も世界の成長を取り込むため、

海洋資源開発関連技術（例）

浮体式液化天然ガス
生産貯蔵積出設備（FLNG）

荷役システム

位置保持
システム

安全
システム

◆海洋資源開発関連技術の開発を支援 【420百万円 1/2補助】
◆FLNG（浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出設備）の安全性評価要件
策定のための調査研究 【52百万円、H24補正83百万円】

を実施。

開発当事者から機器メーカーまで我が国主導の海洋開発体制を官⺠で構築
⽬指すべき⽅向性

新分野（洋上ロジスティックハブ※）への進出にあたっての課題について、
その解決のための調査研究を実施。
※多数の洋上施設への人員、機材の輸送をハブ・アンド・スポーク方式で行うための大型浮体。

② 海洋資源開発プロジェクトへの進出支援 【350百万円、H24補正621百万円】

＜課題＞

浮体構造物の安全性・
構造・機能・性能

船舶の基地への着桟
方式
搭載積卸の効率化

ロジスティックハブ

●船舶に係る環境規制が将来的に厳しくなることを見越し、船舶からの
CO2排出50%削減等を目標に、世界最先端の海洋環境技術開発を推進

【390百万円 1/3補助】

未利用エネルギーのさらなる利用
燃料転換
船体抵抗削減 等

［着桟方式の例］

船舶動揺連動
昇降型搭乗デッキ

船舶引き上げ方式
（浮きドック方式）
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浮体式洋上風力発電施設の安全性に関する研究開発  

予算額 ３３百万円 （前年度 ４７百万円（復興特会）） 

○ 目 的 

浮体式洋上風力発電施設を、洋上という厳しい自然環境条件において安全に稼働させるため

の技術的検討を実施し、安全確保の観点から風力発電の普及拡大に必要な環境整備を行うと

ともに、戦略的な国際標準化により、我が国の海事産業の振興を図る。 

○ 内 容 

浮体式洋上風力発電施設特有の課題である漂流、転覆、沈没等、浮体・係留設備の安全性に

関する技術的検討を実施し、関係省庁等と連携して安全ガイドラインを作成するとともに、国際

標準化作業に戦略的に取り組む。 

● 浮体・係留設備の安全確保に係る技術的検討 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

官民連携による海外交通プロジェクトの推進 （船舶海洋分野） 

                                   予算額 ３６百万円  （前年度 ３７百万円） 

○ 目 的 

我が国海事クラスターの総合力と高い技術力を活かして、新興国などの新市場・新事業へ

の展開を図るため、プロジェクト構想段階から受注・実施段階に至るまで、総合的・戦略的な

支援・推進体制を整備し、具体的案件の受注を目指す。 

○ 内 容 

プロジェクト獲得の成否を左右する事業の早期案件発掘・案件形成及び獲得に向けた働き

かけを支援するとともに、相手国政府や日本企業を交えた協議会の設置、シンポジウムの開

催、要人招聘、トップセールス等を実施する。 

 

台風、地震、潮流等我が国固有の海気象条件を考慮に入れつつ、以下の課題について検討 

(１) 風車単体の安全確保  

(２) 大規模展開時の安全確保  

(３) 非常時の安全確保  

 

 

安全確保のための環境整備 

戦略的な国際標準化 
 技術的検討の結果等をベースに、 

「安全ガイドライン」を策定 

● 再生可能エネルギーの普及拡大 

● 海事産業（浮体等の製造・設置を担う）の振興 
に貢献 

流れ

0

1

2

3

0 10 20 30 40 50

－我が国造船技術による経済的、環境的優位性を踏まえた案件形成調査。

・メガフロート活用型コンテナターミナル整備において、我が国の大型浮体構造物技術や船舶技術
等を組み合わせたプロジェクトの案件形成に向けて、技術的可能性、事業上のメリット等の調査・
分析を実施。

－日本企業を交えた定期的な協議会やシンポジウムの開催、
トップセールスなどハイレベルの協議の実施

－相手国政府要人等の招聘。
（日本の先端技術の紹介、日本企業との交流。）

メガフロート活用型コンテナターミナル

案件形成調査

政府間枠組みの利用による案件獲得支援

＜想定するプロジェクト＞・・・メガフロート活用型コンテナターミナル整備プロジェクト



- 6 - 

 

 

被災地域の中小造船業の復興の支援  

                                予算額 １６,０２４百万円 （新規）  

○ 目 的 

被災地域の水産業に大きく貢献する地元造船産業の復興を促進する。 

 

○ 内 容 

地域基幹産業である水産業に貢献し、地盤沈下により復興が困難な中小造船関連事業者の

集約等を支援する。 

 

 

背景

○地域基幹産業である水産業に貢献し、かつ、集約化を目指す被災造船所
について、その復興を支援。

復興支援

○東北地方の造船所の多くは、同地方の地域基幹産業である水産業のイ

ンフラとして、漁船の建造や修繕を行っていたが、その多くが被災により、

建屋、クレーン、船台などの施設に壊滅的被害を受けた。

○多くの事業者が当面の復旧を終え、事業再開をしているものの、地盤沈

下による土地の制約が生じ、建造・修繕の能力を十分回復できていない

地域もある。

○このため、造船所の集約化による復興の取組が検討されている。

○地盤沈下による土地の制約が生じ、建造・修繕の能力を十分回復できて
いない地域では、関連工業事業者も交えつつ造船所を集約化し、経営基
盤の強化を図ることが必要。

 

２．被災した中小造船業の復興の促進 
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対象主体 ： 主として漁船の建造・修繕を行う造船関連中小企業等から

なる組合 等

対象経費 ： 事業者により共有される建造・修繕施設等の建設費 等

補 助 率 ： ２／３以内

申請期間 ： ２年間

事 業 概 要

被災造船所

復興に向けた集約化

集約化イメージ

国
基金設置

法人
造船関連
組合等

補助率1/1 補助率2/3

事業スキーム

 



海上交通の低炭素化等総合事業
予算額 ２６０百万円 （前年度 ３４２百万円）

○ 目 的
陸 輸送 境負荷 内航海運 リ 更なる低炭素化を推進する とにより

３．内航海運・フェリーの競争力向上・体質強化

陸上輸送と比べて環境負荷の低い内航海運・フェリーの更なる低炭素化を推進することにより、
選択される環境産業への転換を図る。

○ 内 容
船舶運航事業者等が行う省エネ効果の高い機器の導入等に対して補助を行う。

低炭素化改造等事業

○船舶の省エネ化に資する改造等に対する補助（1／3、1／2補助）

＜補助対象＞
運航効率や推進効率を高める主機の換装やプロペラ機器の設置等

低燃費ディーゼル機関 プロペラボス取付翼

内航海運暫定措置事業等の着実な実施内航海運暫定措置事業等の着実な実施
政府保証契約の限度額の設定 ５１６億円（前年度 ５５２億円）
（内航海運暫定措置事業 ４９２億円、内航海運老齢船処理事業 ２４億円）

○ 目 的
内航海運の活性化を図るため、内航海運暫定措置事業等を円滑かつ着実に実施する。

○ 内 容
内航海運暫定措置事業等の実施に必要な資金の一部について政府保証を行う。航海 暫定措置事 実 要 資 部 府保証 う。

災害救援フェリーの活用促進に必要な経費
予算額 １４百万円 （新規）

４．災害時の船舶による効果的な救援活動の促進等

算額 規

○ 目 的
大規模災害時における災害救援フェリーによる効果的な救援活動を促進する。

○ 内 容
国・地方自治体の防災計画や緊急輸送計画における位置付けと関係者間の役割分担、その

上で必要となる災害救援フェリーの機能・役割やそれらを確保するための課題等を調査し、災害
救援フ リ の具体的な活用促進方策を取りまとめる救援フェリーの具体的な活用促進方策を取りまとめる。

【調査内容】
大規模災害時における災害救援フェリーの活用を促進するため、以下について調査を行う。
＜機能・役割分担・配備をめぐる課題に関する調査＞
① 国 地方自治体の防災計画 緊急輸送計画における位置付け等を踏まえた関係者間の役割分担 連携のあり方

- ８ -

① 国・地方自治体の防災計画、緊急輸送計画における位置付け等を踏まえた関係者間の役割分担・連携のあり方
② 大規模災害時に災害救援フェリーが発揮すべき機能・役割とこれを確保するための課題及び対策
③ フェリー航路の全国ネットワークの現状と南海トラフ地震等の被害想定地域を踏まえた配備上の課題及び対策

＜地方自治体・フェリー事業者間や地方自治体間の連携の促進に関する調査＞
④ ①・③を踏まえた地方自治体・フェリー事業者間や地方自治体間の連携の具体化を促進するための方策
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  船員雇用促進対策事業費補助金  

                                   予算額 １５０百万円 （前年度 １５０百万円） 

○ 目 的 

内航船員の著しい高齢化等に対応するため、船員の計画的な確保・育成を推進する。 

○ 内 容 

海上運送法に基づく日本船舶・船員確保計画の認定を受けた海運事業者が、その計画に従っ

て、新人船員を雇用・訓練した場合に助成金を支給する事業等を実施する。 

５．船員雇用促進対策等 
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アジア地域における船員養成の支援 

                              予算額 ３９百万円 （前年度 ３９百万円）  

○ 目  的 

アジア地域における船員教育を支援することにより優秀なアジア人船員を養成・確保し、我が

国外航海運の海上輸送の安全性と安定性及び我が国外航海運の国際競争力の確保を図る。 

○ 内  容 

１．アジア人船員教育者育成事業 

  各国船員教育機関の教官のスキルアップを図るため、航海訓練所・海技大学校において  

ＯＪT（On the Job Training）を機軸とした教官に対する研修を行い、各国における船員教育の向

上を図る。 

２． アジア人船員国際共同養成プロジェクト 

我が国から教官を派遣し、乗船訓練に関するカリキュラムの作成、教官の指導要領の構築

などにより、乗船訓練に関する技術移転を行う。  
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マラッカ・シンガポール海峡航行安全対策 

予算額 ３４百万円  （前年度 ２９百万円） 

○ 目  的 

マラッカ・シンガポール海峡（マ・シ海峡）は、船舶交通が輻輳する世界有数の国際海峡であり、我が国

の輸入原油の８割以上が通航する極めて重要な海上輸送路である。 

大の海峡利用国である我が国としては、沿岸国と利用国の協力のあり方を具体化した「協力メカニズ

ム」の下、過去約４０年にわたりマ・シ海峡の航行安全対策に貢献してきた実績を活かし、リーダーシップ

を発揮して、航行援助施設の維持、管理等に積極的に参加し、マ・シ海峡の航行安全確保に貢献する。 

○ 内  容 

船舶の衝突などによって破損・消失し、早急な代替が必要な航行援助施設について、代替整備に係る

事前調査を行うとともに、既存の航行援助施設の維持管理について、沿岸国自身による自立的な維持管

理能力の向上（キャパシティ・ビルディング）を図る。   

 

消

失 

マラッカ・シンガポール海峡 船舶が輻輳し、通航船舶は今後も増加するものと予測 

船舶事故の危険性が増大、航行安全対策の強化が必要 

破

損 

【協力メカニズムにおける沿岸国提案プロジェクト】 

① 分離通航帯内の沈船の除去          ⑤ 既存の航行援助施設の維持更新  ←  支援   

② 有害危険物質対応の協力支援         ⑥津波被害を受けた航行援助施設の復旧整備 

③ 小型船舶自動識別システムの協力支援   ⑦緊急曳船（ＥＴＶ）サービス 

④潮流等の観測システムの整備         ⑧船底下余裕水深(UKC)リアルタイムモニター概念研究 

 

シンガポール 

インドネシア 

マレーシア 

○国連海洋法条約 

 航行安全と環境汚染防止対策について、利用国と沿岸国が 

協力する。 

○海洋基本法 

 海上輸送等の安全確保や海洋に関する国際的な連携確保の 

ために必要な措置を講ずる。 

○海洋基本計画 

 マラッカ・シンガポール海峡において、「協力メカニズム」 

に参加し、航行援助施設の維持管理等への協力を推進する。

６．海運の安全確保対策等 
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検査・監査等執行体制の強化 

                                      予算額 ５９７百万円 （前年度 ６０５百万円） 

○ 目 的 

海上交通は万一事故が発生した場合、人命救助の困難性、海洋汚染の発生、経済活動へのダメージ

等大きな影響が引き起こされるため、船舶の検査・監査等を通じハード・ソフト両面から安全対策を強化

する必要がある。 

○ 内 容 

・ 検査・監査等執行官の業務の効率的・効果的な実施体制の整備 

・ 船舶検査官等が効果的な検査等を実施するため、ISO9001 認証を用いた品質管理体制の維持 

・ 損傷時復原性プログラムの導入等国際的な船舶検査高度化に対応するための検査実施体制の整備 

・ 放射性物質の海上輸送の安全性向上及び核燃料物質の防護に資する基準検討・検査の実施 

・ 放射性物質の海上輸送時の事故対応の体制強化 

・ 船級協会の登録審査及び監査体制の整備及び実施 

・ 海事分野における運輸安全マネジメント評価の実施 

・ ＰＳＣ（ポートステートコントロール）実施体制の整備                                 

等 

 

○海事分野における運輸安全マネジ

メント評価の実施 

検査・監査等執行体制の強化 

海上輸送・船舶の安全性確保 

   ○運航労務監査実施体制の整備 
○運航労務監理官の効率的・効果的

な業務執行のための研修の実施 

運航労務監査 

安全・安心な海上交通の実現 

   ○損傷時復原性プログラムの導入等、船舶検査

実施体制の整備 
○船舶検査官等の効率的・効果的な業務執行の

ための研修の実施 
○船級協会の登録審査及び監査の実施 

船舶検査等 

 

   
ＰＳＣ（ポートステートコントロール） 

○ＰＳＣ実施体制の整備 
○外国船舶監督官の効率的・効果的な業務執行 

のための研修の実施 
運輸安全マネジメント 
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船舶油濁損害対策の推進 

                       予算額 ５６百万円 （前年度 ４７百万円） 

○ 目 的 

一定の船舶に保険加入を義務付けた船舶油濁損害賠償保障法の適確な運用を図

るとともに、船舶の座礁等に伴う油防除に関し国の支援措置を講じることにより、海洋

汚染被害の発生の未然防止及び万一事故等が発生した場合の補償措置を講じる。 

○ 内 容 

・ 船舶油濁損害賠償保障法の施行に必要な経費 

・ 外国船の座礁等による油濁損害の防除費用に対する地方自治体への補助金 

 

 

 

 

船舶油濁損害対策の概要

１．「船舶油濁損害賠償保障法」の適確な運用 

○ 目  的 

船舶による油濁損害が発生した場合における被害者保護 

○ 対  象 

 ・2000重量トン超のばら積み油を海上輸送する油タンカー 

 ・国際総トン数100トン以上の外航船舶（油タンカーを除く） 

○ 内  容 

・油濁損害等の費用を担保する保障契約の締結義務付け 

・保障契約のない船舶や保障契約に関する証明書等を 

備え置かない船舶の入出港禁止 

・入港前に保障契約情報の通報の義務付け 

２．外国船舶油等防除対策費補助金 

○ 概  要 

補 助 先 ： 地方公共団体 

採択基準 ： 2,000万円以上 

補 助 率 ： 2分の1 

対  象 ： 船舶の燃料油により生じた油濁の防除 

 

 

○ 交付対象 

外国船舶（油タンカーを除く）の座礁等による油流出事故において船主等が油防除を

行わず、法律に基づく海上保安庁の要請により地方公共団体が油防除を実施した後、

その費用を船主等から回収できなかったときに、事業費に対して1/2の補助を行う。 



７．海事局所管の独立行政法人について

○ 国内の産業基礎物資である鉄鋼、石油、セメント等の８割を輸送する内航海運を支える船員の最大の供給源として、
海上技術学校及び海上技術短期大学校を全国に配置し、新人船員の養成を実施。

○ 海技大学校においては、新人船員の養成だけでなく、海運会社に雇用されている船員等を対象に、上級の海技資格
取得を目的とする教育や シミュレータ等を活用し 船舶機器の技術革新に対応した実務教育を実施するなど

（独）海技教育機構

取得を目的とする教育や、シミュレ タ等を活用し、船舶機器の技術革新に対応した実務教育を実施するなど、
海運会社のニーズに対応した再教育等を総合的に実施。

○５隻の練習船で、商船系船員教育機関15校の学生等に対し航海訓練を効率的に実施。

○一元的に質の高い航海訓練（資格取得のために国際条約で義務づけ）を実施。

（独）航海訓練所

座 学
商船系大学

国立大学法人独立行政法人国土交通省所管

小
樽

宮

外航
370名

海上技術短期大学校

海技大学校

三級

航海
機関

四級

座 学
商船系大学
◆入学定員：１６０名

商船系高等専門学校
◆入学定員：２００名

商船系大学

２校

海技教育機構

８校

商船系高等専門学校

５校

受託実習生 3357人・月

航 海 訓 練 所

唯 の乗船実習実施機関

座学の実施 座学の実施

受託実習生 1908人・月 受託実習生 1520人・月

◆３校：高卒対象
◆修業期間２年
◆入学定員：２３０名

海
技
教

座学の実施

東
京

宮
古

富
山

弓
削

広
島

大
島

唐
津

芦
屋

神
戸

内航
420名

海上技術学校

海技大学校(再掲)
六級
航海

航海
機関

唯一の乗船実習実施機関

実習生 108名

海王丸

2,556G/T

船齢
22年

銀河丸

実習生 140名

5,886G/T

大成丸船齢
31年

実習生 120名

日本丸

2,570G/T

船齢
27年

青雲丸

航 海 訓 練 所
※ 船齢は2012.4.1現在

※ 受託実習生数は平成23年度実績

乗船実習
◆４校：中卒対象
◆修業期間３年６月
◆入学定員：１２０名

◆入学定員：２３０名教
育
機
構

清
水

館
山鳥

羽

口
之
津

波
方

横
浜

実習生 180名

銀河丸

6,185G/T

船齢
7年

実習生 180名

青雲丸

5,890G/T

船齢
14年

資格取得のために国際条約で
義務付けられている乗船実習
を５隻の練習船で15校の学生
に対して一元的に実施

（独）海上技術安全研究所

○ 船舶に係る技術並びに当該技術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に関する調査、研究及び開発
等を行うことにより、海上輸送の安全の確保及びその高度化を図るとともに、海洋の開発及び海洋環境の保全に資す
ることを目的とする。

安全・環境基準策定
国際海事機関（IMO）における合理的な基準の策定に貢献
（我が国の提案文書 56件中、36件の作成に貢献(H22年度))

安全・環境基準策定
国際海事機関（IMO）における合理的な基準の策定に貢献
（我が国の提案文書 56件中、36件の作成に貢献(H22年度))

研究所の⾏政への貢献研究所の⾏政への貢献

例） ・ CO2排出削減の枠組み作り（H23年７月条約改正）

事故再現
事故再現

海難事故防⽌
事故の再現・解析により事故原因究明、再発防止に貢献

事故再現

画期的な省エネ技術の開発画期的な省エネ技術の開発

✓ 外航海運全体の排出量を算定・分析し、
合理的な規制コンセプト提案

✓ 規制実施のための燃費の「見える化」技術を開発
・ NOX排出規制の枠組み作り（H20年４月条約改正）

✓ 日本の技術を活かした合理的な規制コンセプト提案
✓ ＮＯＸ排出削減に必要な技術開発

✓ 規制実施のための認証方法の提案

空気潤滑法

シミュレータの利用
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空気潤滑法

等
船底を空気船底を空気
でで覆い覆い摩擦減摩擦減
船底を空気船底を空気
でで覆い覆い摩擦減摩擦減



○ 目 的

地域公共交通の確保・維持・改善の推進

○ 内 容 【関連施策（総合政策局）】

離島航路の確保維持等による地域交通の活性化

＜関連事項＞

○ 内 容 【関連施策（総合政策局）】

「地域公共交通確保維持改善事業」において、離島住民が日常生活を行う上で必要不可欠
である離島航路の維持・確保、航路の構造改革に資する公設民営化・船舶更新、利便性向上
等の支援を図る。

「地域公共交通確保維持改善事業」
平成２５年度予算額 ３３ ２７８百万円の内数平成２５年度予算額 ３３ ，２７８百万円の内数

平成２４年度補正予算額 １，３２１百万円の内数

・生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に最適な移動手段が
提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な
障害（バリア）の解消等がされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善に向けた地域の関係者の
取組みを支援する（地域協働による取組み等について支援を一部拡充）。

＜内 容＞

・公共交通が独立採算では確保できない地域等において地域特性に応じ効率的に確保・維持さ
れるために必要な支援を行うとともに、移動に当たってのバリアがより解消されるために必要な支
援等を一体的に行う。

・この支援にあたっては、国は地域の多様な関係者による議論を経た地域の交通に関する計画
等に基づき実施される取組みを支援するとともに、モラルハザードを抑制した効率的・効果的な支等に基づき実施される取組みを支援するとともに、モラルハザ ドを抑制した効率的 効果的な支
援を行う。

地域公共交通確保維持事業

『地域公共交通確保維持改善事業』
～生活交通サバイバル戦略～

２５年度予算額 ３３３億円

・ 存続が危機に瀕している生活交通のネットワークについて、地域のニーズを踏まえた最適な交通手段であるバス交通、
デマンド交通、離島航路・航空路の確保維持のため、地域の多様な関係者による議論を経た地域の交通に関する
計画等に基づき実施される取組みを支援

○都道府県を主体とした協議会の取組みを支援
： 地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク、離島航路・離島航空路の確保・維持 等

○市町村を主体とした協議会の取組みを支援
： 幹線バス交通等幹線交通ネットワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通等の確保・維持 等

○東日本大震災被災地域における幹線バス交通ネ トワ ク等の確保 維持の取組に いて 特例措置により支援

地域公共交通バリア解消促進等事業

・ バス、タクシー、旅客船、鉄道駅、旅客ターミナルのバリアフリー化等を支援
・ 地域鉄道の安全性向上に資する設備整備等を支援
・ バリアフリー化されたまちづくりの一環として、ＬＲＴ、ＢＲＴ、ＩＣカードの導入等公共交通の利用環境改善を支援

地域公共交通調査等事業

○東日本大震災被災地域における幹線バス交通ネットワーク等の確保・維持の取組について、特例措置により支援(注)
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地域公共交通調査等事業

・ 地域の公共交通の確保・維持・改善に資する調査の支援
・ 地域ぐるみの利用促進に資する取組みを支援

・ 東日本大震災被災地域における地域内の生活交通の確保・維持のあり方について、特例措置により支援（注）

（注）東日本大震災の被災地域におけるバス交通等生活交通の確保・維持のため、復旧・復興対策に係る経費として、
復興庁に計上される２７億円を含む。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（この冊子は、再生紙を使用しています。） 


